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高
齢
介
護

自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
る
た
め
に
！

「
い
き
い
き
笑
顔
の
虎
の
巻
」

介
護
予
防
に
役
立
つ
、
口
・
喉
の
体
操

や
有
酸
素
運
動
、
笑
い
ヨ
ガ
、
栄
養
満
点

簡
単
レ
シ
ピ
、
自
分
で
行
う
健
康
チ
ェッ

ク
な
ど
、
９
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
詰
ま
っ
た

冊
子
と
D
V
D
が
完
成
し
ま
し
た
。
動
画

を
見
な
が
ら
気
軽
に
取
り
組
め
る
の
で
、

「
家
で
個
人
で
」「
み
ん

な
で
集
ま
っ
て
」な
ど
多

様
な
シ
ー
ン
で
活
用
で

き
ま
す
。

動
画
は
す
べ
て
Y
o
u
T
u
b
e
か

ら
も
視
聴
可
能
で
す
。

配
布
場
所
・
問
合
先
　
高
齢
介
護
課
総
務

担
当（
１
階
③
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
6
4

介
護
保
険
施
設
で
の
食
費
・
居
住
費

の
軽
減
制
度

介
護
保
険
施
設（
介
護
老
人
福
祉
施
設
、

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護

老
人
保
健
施
設
、介
護
療
養
型
医
療
施
設
、

介
護
医
療
院
）や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用

す
る
方
の
食
費
・
部
屋
代（
居
住
費
・
滞

在
費
）は
本
人
の
負
担
が
原
則
で
す
が
、

低
所
得
の
方
に
は
申
請
に
よ
り
認
定
証
を

交
付
し
、
負
担
軽
減
を
行
っ
て
い
ま
す
。

有
効
期
間
　
令
和
5
年
8
月
1
日
～
令
和

6
年
7
月
31
日

申
請
方
法
　
申
請
書
と
預
貯
金
な
ど
の
資

産
が
確
認
で
き
る
書
類（
直
近
2
か
月

の
収
支
や
口
座
残
高
が
確
認
で
き
る
通

帳
の
写
し
な
ど
）を
、
窓
口
又
は
郵
送

で
提
出

負
担
限
度
額
　
利
用
す
る
施
設
・
段
階
に

よ
っ
て
金
額
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
現
在
、
軽
減
制
度
を
受
け
て
い
る
方
に

は
、
6
月
中
に
更
新
の
お
知
ら
せ
と
申

請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

新
規
で
申
請
さ
れ
る
方

や
、
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先
　
高
齢
介
護
課
サ
ー
ビ
ス

担
当（
1
階
③
番
窓
口
）　

　
☎
9
3
9
・
1
1
6
4

利用者負担段階 預貯金等の資産条件

第１段階
・本人及び世帯全員が住民税非課税で老
齢福祉年金の受給者

・生活保護の受給者

1,000万円以下
（2,000万円以下）

第２段階 本人及び世帯全員が
住民税非課税で、
課税年金収入額＋
非課税年金収入額＋
その他の合計所得金額
（特別控除後）

80万円以下 650万円以下
（1,650万円以下）

第３段階① 80万円超
120万円以下

550万円以下
（1,550万円以下）

第３段階② 120万円超 500万円以下
（1,500万円以下）

※預貯金等の資産条件の（）内は配偶者ありの場合

く
ら
し
の
情
報

保
険
・
年
金

国
民
健
康
保
険
料
の
減
免
・
軽
減

■
減
免

国
民
健
康
保
険
料
は
、
世
帯
構
成
や
被

保
険
者
数
、
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
決
定

し
ま
す
が
、
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、

支
払
い
が
困
難
な
と
き
に
は
、
保
険
料
を

減
免
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
窓

口
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

【
本
会
議
】

　
場
所
　
8
階
議
場

　
6
月
20
日（
火
）　
議
案
説
明

　
6
月
28
日（
水
）　
一
般
質
問

　
6
月
29
日（
木
）　
一
般
質
問
な
ど

　
7
月
11
日（
火
）

　
委
員
長
報
告
・
採
決
な
ど

【
常
任
委
員
会
】

　
場
所
　
8
階
委
員
会
室

　
7
月
4
日（
火
）

　
民
生
文
教
常
任
委
員
会

　
7
月
5
日（
水
）

　
総
務
建
設
常
任
委
員
会

※
各
日
10
時
か
ら
開
催
。
日
程
は
変
更
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
議
会
三
役
及
び
各
委
員
に
つ
い
て
は
広

報
ふ
じ
い
で
ら
7
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

問
合
先
　
議
会
事
務
局（
７
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
2
0
8

藤
井
寺
市
議
会
　
第
2
回
定
例
会
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特
定
健
診
を
受
け
て
く
だ
さ
い 

仕
事
や
家
事
、
育
児
、
介
護
な
ど
毎
日

の
生
活
に
一
生
懸
命
で
、
ご
自
身
の
体
の

こ
と
が
後
回
し
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

4
月
下
旬
に
国
民
健
康
保
険
加
入
の
40

歳
か
ら
74
歳
の
方
に
オ
レ
ン
ジ
色
の
封
筒

で
受
診
券
を
お
届
け
し
て
い
ま
す
。
ご
自

身
と
あ
な
た
の
大
切
な
方
の
た
め
に
、
健

診
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

【
健
診
を
勧
め
る
お
電
話
を
し
ま
す
】

平
成
26
年
度
か
ら
、
市
の
保
健
師
な
ど

が
特
定
健
診
を
お
勧
め
す
る
た
め
に
訪
問

や
電
話
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
健

診
の
受
診
率
が
増
え
、
令
和
3
年
度
に
は
、

2
人
に
1
人
が
受
診
し
て
い
ま
す
。

事
前
予
約
が
不
要
で
あ
っ
た
り
、
夕
方
、

土
・
日
曜
日
に
受
診
で
き
る
医
療
機
関
な

ど
も
あ
り
ま
す（
全
て
個
別
健
診
で
す
）。

次
の
期
間
、
市
が
委
託
し
た
業
者
か
ら

健
診
を
お
勧
め
す
る
電
話
を
し
ま
す
。

実
施
期
間
　
6
月
30
日（
金
）ま
で

委
託
先
業
者
　
ジ
ェ
イ
エ
ム
シ
ー
㈱

発
信
番
号
　
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
0
1
2
0
・
5
9
9
・
8
7
9

※
口
座
番
号
を
尋
ね
た
り
、
金
銭
の
振
り

込
み
な
ど
を
依
頼
し
た
り
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

「
職
場
健
診
で
同
じ
よ
う
な
検
査
を
受
け

た
」と
い
う
方
は
、
結
果
の
コ
ピ
ー
を
提
出

い
た
だ
く
と
、
粗
品
を
お
渡
し
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
け
れ
ば
、
返
信
用

封
筒
を
お
送
り
し
ま
す
。

問
合
先
　
保
険
年
金
課
保
健
事
業
担
当

（
1
階
②
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
･
1
3
5
3

国
民
健
康
保
険
料納

付
通
知
書
の
送
付

国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
通
知
書
を
6

月
中
旬
に
世
帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
今
回
送

付
す
る
保
険
料
に
は
、
令
和
5
年
1
月
2

日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
の
所
得
が
反
映

さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

場
合
は
、7
月
以
降
に
保
険
料
を
更
正
し
、

通
知
し
ま
す
。

納
付
は
口
座
振
替
で

市
で
は
、
納
め
忘
れ
が
な
く
、
手
間
も

省
け
て
便
利
な
口
座
振
替
で
の
納
付
を
お

す
す
め
し
て
い
ま
す
。
金
融
機
関
の
キ
ャ

ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
市
役
所
窓
口

で
口
座
振
替
の
手
続
き
が
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
対
象
の
金
融
機
関
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
担

当（
1
階
②
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
7
7

ご
存
じ
で
す
か 

国
民
年
金
基
金

国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年
金（
老
齢

基
礎
年
金
）の
上
乗
せ
と
し
て
、
老
後
の
所

得
保
障
の
役
割
を
果
た
す
公
的
な
個
人
年

金
制
度
で
す
。
加
入
は
国
民
年
金
の
保
険

料
を
納
付
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
す
。

加
入
で
き
る
方

・
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
国
民
年
金
の
第

1
号
被
保
険
者

・
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
や
海
外
居
住

の
方
で
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い

る
方

掛
金
は
、年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
、

社
会
保
険
料
と
し
て
全
額
が
所
得
か
ら
控

除
さ
れ
、
受
け
取
る
年
金
に
も
、
公
的
年

金
控
除
が
適
用
さ
れ
る
な
ど
、
税
制
面
で

優
遇
措
置
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
全
国
国
民
年
金
基
金
近
畿
支
部

　
☎
0
1
2
0
･
6
5
･
4
1
9
2

①
災
害
、
風
水
害
、
火
災
な
ど
に
よ
り
居

住
す
る
住
宅
が
被
害
を
受
け
た
場
合

（
半
壊
・
半
焼
以
上
な
ど
制
限
あ
り
）

②
失
業
、
廃
業
な
ど
で
前
年
よ
り
所
得
が

減
っ
た
場
合（
世
帯
で
1
ヶ
月
あ
た
り
30

％
以
上
の
所
得
減
な
ど
制
限
あ
り
）

③
他
の
事
情
に
よ
り
、
保
険
料
の
支
払
い

が
困
難
な
場
合
な
ど

※
会
社
都
合
に
よ
り
離
職
し
た
方
・
自
営

業
を
廃
業
し
た
方
は
、
特
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
既
に「
特
例
対
象
被
保
険
者

に
係
る
届
」を
提
出
し
、保
険
料
が
軽
減

（
前
年
の
給
与
所
得
を
1
0
0
分
の
30

と
し
て
算
定
）さ
れ
る
方
も
、
別
途
減

免
が
適
用
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
減
免
を
受
け
る
場
合
に
は
、
所
得
税
の

確
定
申
告
や
市
民
税
の
申
告
に
よ
り
、

世
帯
全
員
の
所
得
が
判
明
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
る
特
例
の
減
免
制
度
は
、
国
の
財

政
支
援
が
終
了
し
た
こ
と
を
受
け
、
令

和
４
年
度
で
終
了
と
な
り
ま
し
た
。
た

だ
し
、
令
和
５
年
４
月
以
降
に
納
期
限

が
設
定
さ
れ
て
い
る
令
和
４
年
度
分
の

保
険
料
は
、
減
免
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
軽
減

雇
用
保
険
受
給
資
格
を
有
す
る
特
定
受

給
資
格
者（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
り
離

職
さ
れ
た
方
）や
特
定
理
由
離
職
者（
雇
い

止
め
な
ど
に
よ
り
離
職
さ
れ
た
方
）が
国

民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
た
場
合
、
保
険

料
の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。

軽
減
を
受
け
る
場
合
は
、
届
け
出
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
合
先
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
担

当（
1
階
②
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
7
7

13,000円相当の

検査内容が自己

負担なしで受診

できます！
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環
境
・
安
全

市
の
耐
震
改
修
補
助
制
度
を

ご
活
用
く
だ
さ
い

対
象
建
物
　
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に

建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
で
、
所
定
の
耐

震
診
断
結
果
が
1
・
0
未
満
の
も
の

【税制上の優遇制度も】
・所得税（令和5年12月31日まで）
　個人が昭和56年5月31日以前に建築され
た住宅の耐震改修を行った場合、一定金額
を税額から控除できます。

・固定資産税（令和6年3月31日まで）
　昭和57年1月1日以前から所在していた住
宅について一定の耐震改修を行った場合、
その住宅に係る固定資産税（120㎡相当部
分まで）の税額を減額できます。

▲成虫はからだ全体が黒
く光沢があり、胸部が
赤いのが特徴

税
市
・
府
民
税

第
1
期
納
期
限
　
6
月
30
日（
金
）

お
近
く
の
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
市
役
所
、
支
所
で

納
期
限
ま
で
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。
口
座

振
替
を
ご
利
用
の
方
は
預
貯
金
残
高
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
キ
ャッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
で

も
納
付
で
き
ま
す
。

問
合
先
　
税
務
課
納
税
担

当（
2
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
0
6
6

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免

申
請次

の
①
～
④
の
全
て
に
該
当
す
る
方

は
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
額
の

2
分
の
1
の
減
免
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

申
請
期
間
　
6
月
1
日（
木
）～
8
月
31
日

（
木
）

申
請
要
件

①
令
和
5
年
1
月
1
日
時
点
で
、
納
税
義

務
者
が
、
65
歳
以
上
の
方
、
特
別
障
害

者
、
寡
婦
、
ひ
と
り
親
の
い
ず
れ
か

②
納
税
義
務
者
及
び
当
該
納
税
義
務
者
と

生
計
を
同
じ
に
す
る
方
全
員
が
、
令
和

5
年
度
の
市
・
府
民
税
均
等
割
非
課
税

以
下
の
所
得
金
額

③
所
有
し
て
い
る
固
定
資
産
が
自
己
居
住

用
だ
け
で
、
所
有
家
屋
の
延
べ
床
面
積

が
70
㎡
以
下

④
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
年
税
額

（
土
地
・
家
屋
の
合
計
）が
5
万
円
以
下

申
請
・
問
合
先
　
税
務
課
資
産
税
担
当

（
2
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
0
6
2

均等割非課税の所得金額

扶養人数 所得金額

なし 45万円以下

1人 101万円以下

2人 136万円以下

3人 171万円以下

新
築
・
増
築
家
屋
の
調
査

令
和
5
年
中
に
新
築
・
増
築
し
た
家
屋

は
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
令
和

6
年
度
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。

課
税
す
る
に
あ
た
り
評
価
額
を
決
定
す

る
た
め
、
職
員
が
家
屋
調
査
に
伺
う
か
、

調
査
質
問
票
の
ご
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
調
査
で
は
、
家
の
中
に
立
ち

入
り
、各
部
屋
の
仕
上
げ
な
ど
を
確
認
し
、

図
面
な
ど
を
お
借
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

登
記
を
し
な
い
新
築
・
増
築
家
屋
は
、

必
ず
税
務
課
ま
で
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
税
務
課
資
産
税
担
当（
2
階
�

番
窓
口
）　
☎
9
3
9
・
1
0
6
2

対
象
者

・
対
象
建
築
物
を
所
有
す
る
個
人

・
直
近
の
住
民
税
の
課
税
所
得
金
額
が

5
0
7
万
円
未
満
の
方

・
対
象
建
築
物
に
関
す
る
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

補
助
金
額
　
上
限
60
万
円（
耐
震
改
修
工

事
等
に
要
す
る
費
用
の
10
分
の
8
）

※
耐
震
診
断
が
ま
だ
の
方
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

※
そ
の
ほ
か
要
件
に
よ
り
対
象
と
な
ら
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
必

ず
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に
着
手
及
び
契

約
を
さ
れ
た
場
合
は
補
助
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
都
市
計
画
課
開
発
指
導
・
空
家

対
策
担
当（
4
階
�
番
窓
口
）

☎
9
3
9
・
1
2
0
7

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
に
注
意

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
は
、
サ
ク

ラ
・
ウ
メ
・
モ
モ
な
ど
の
バ
ラ
科
の
樹
木

の
中
に
幼
虫
が
入
り
込
み
、
木
の
内
部
を

食
い
荒
ら
し
て
し
ま
う
特
定
外
来
生
物
の

昆
虫
で
す
。

発
見
し
た
場
合
、
幼

虫
は
針
金
な
ど
で
刺
し
、

成
虫
は
踏
み
つ
ぶ
す
か
殺

虫
剤
な
ど
で
駆
除
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
先
　
環
境
衛
生
課
環
境
・
公
害
・
飼

犬
登
録
担
当（
6
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
0
7
4
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実
践
し
よ
う
！

環
境
に
や
さ
し
い
取
り
組
み

６
月
は
環
境
月
間
・
６
月
５
日
は
環
境
の
日

私
た
ち
の
暮
ら
し
は
、
豊
か
な
地
球
資

源
の
恩
恵
を
受
け
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
現
在
、
地
球
温
暖
化
や
そ
れ
に

よ
る
異
常
気
象
の
多
発
、
海
洋
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
ご
み
問
題
、
生
物
多
様
性
の
減
少
な

ど
、
私
た
ち
の
未
来
を
お
び
や
か
す
よ
う

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
臨
時
窓
口

日
時
　
6
月
11
日（
日
）・
24
日（
土
）

　
9
時
～
12
時

※
い
ず
れ
の
日
も
カ
ー
ド
交
付
業
務
の
み

行
い
ま
す
。

場
所
　
市
役
所
1
階
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合

窓
口

交
付
に
必
要
な
も
の
　
交
付
通
知
書（
ハ

ガ
キ
）、
通
知
カ
ー
ド（
紛
失
し
た
方
は

交
付
時
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
）、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
の

み
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
交
換
）、

本
人
確
認
書
類

※
原
則
、
交
付
申
請
者
ご
本
人
が
来
庁
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
予
約
い
た
だ
く
と
ス
ム
ー
ズ
に
ご
案
内

で
き
ま
す
。
市
公
式
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
か

ら
も
予
約
で
き
ま
す
の

で
、
是
非
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

問
合
先
　
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
担
当

（
1
階
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
1
1

　（
内
線
1
2
2
0
）

各
種
情
報

Jジ
ェ
イ

ー
Aア

ラ

ー

ト

L
E
R
T（
全
国
瞬
時
警
報

シ
ス
テ
ム
）全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

市
内
各
地
の
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
試

験
情
報
が
放
送
さ
れ
ま
す
。

日
時
　

6
月
7
日（
水
）　
11
時
～

※
気
象
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
中
止
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
6
月
は
、
毎
月
第
4
水
曜
日
14
時
か
ら

の
定
期
試
験
放
送
は
行
い
ま
せ
ん
。

問
合
先
　
危
機
管
理
室
災
害
対
策
担
当

（
4
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
9
0

市
へ
の
寄
贈

・
子
ど
も
の
衛
生
管
理
・
傷
の
ケ
ア
の
た

め
に

　
滅
菌
パ
ッ
ド
　

4
万
7
0
0
枚

　
サ
ー
ジ
カ
ル
テ
ー
プ
不
織
布

 

2
4
0
0
巻

　（
株
）大
和
漢

な
環
境
問
題
が
た
く
さ
ん
起
こ
っ
て
い
ま

す
。地

球
環
境
を
守
る
た
め
に
、
一
人
ひ
と

り
が
考
え
、
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
ん

で
み
ま
し
ょ
う
。

問
合
先
　
環
境
衛
生
課
環
境
・
公
害
・
飼

犬
登
録
担
当（
6
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
0
7
4

電気やガス・水道は無駄
使いせず、こまめに消す・
止める

買い物は
マイバッグを
持って

太陽光発電システム、
再生可能エネルギー機器
導入の検討を

エアコンは、
夏は28℃
冬は19℃に

近くへ出かけるときは、
なるべく自転車や徒歩で

食べきれる量だけ調理し、
食材を無駄にしない

水分補給には
マイボトルを

家電を買い替えるときは
省エネ製品を
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